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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板の片面上または両面上に、少なくとも２層の塗膜層を有するプレコート金属板で
あって、
　前記少なくとも２層の塗膜層のうち、下側に位置する第１の塗膜層が気泡含有層であり
、
　前記気泡含有層の気泡含有率を体積濃度Ｖ（％）とし、膜厚をｔ（μｍ）としたときに
、次式：
　－０．１ｔ＋５７．５≦Ｖ≦－０．０５ｔ＋９２．５、且つ
　５０≦ｔ≦３５０
を満たし、
　前記第１の塗膜層の上側に位置する第２の塗膜層が、メラミン硬化型ポリエステル樹脂
またはイソシアネート硬化型ポリエステル樹脂を含有する塗膜層であり、
　前記ポリエステル樹脂の数平均分子量が１００００～２３０００であり、且つ、前記第
２の塗膜層の膜厚が３～３０μｍであることを特徴とする、プレコート金属板。
【請求項２】
　前記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層とを合わせた全膜厚をＴ（μｍ）とし、塗膜表面
に対して垂直方向に測定した気泡の径をＲｖ（μｍ）としたときに、任意の塗膜断面の幅
１０ｍｍ中に、Ｒｖ≧０．８Ｔを満たす気泡が２０個以上存在することを特徴とする、請
求項１に記載のプレコート金属板。
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【請求項３】
　前記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層とがそれぞれ同系色の顔料を含有していることを
特徴とする、請求項１又は２に記載のプレコート金属板。
【請求項４】
　前記金属板の前記気泡含有層を有する面とは反対側の面を、８０℃以上２００℃以下の
所定の温度で測定した波数６００～３０００ｃｍ－１の領域における赤外線全放射率が０
．５０以下であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載のプレコート金
属板。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のプレコート金属板を外板の少なくとも一部に用い
ており、前記気泡含有層を有する面が前記外板の外面側に位置することを特徴とする、電
子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い断熱性を有するプレコート金属板と該プレコート金属板を少なくとも一
部に用いて製造された電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンピューターやデジタル家電等の電子機器の外板には、鋼板、アルミ板などの
金属板が使用されている。このような金属板には、意匠性が要求されるため、プレコート
金属板が広く使用されている。
【０００３】
　近年、コンピューターの普及、家電製品などの電子化に伴い、これらコンピューターや
家電製品の内部で、モーターや電子部品など熱源となる部品が数多く使われるようになっ
てきている。これら熱源の発熱量は増加してきているので、家電製品の外板を素手で触っ
た場合、熱く感じ、更にはやけどしたりするという問題がある。
【０００４】
　従来、家電製品の外板の温度上昇を抑制するために、放熱用開口部を設けたり、ファン
で強制冷却することなどが行われている。また、各種放熱材や断熱材を使用することなど
も行われている。しかし、それらの手法だけでは対策として不十分であったり、また、放
熱材や断熱材を貼り付ける工程が必要なため、生産性を阻害したり、コストが増加するな
どの面でも課題がある。
【０００５】
　ここで、金属板自体の温度が上昇しても、接触した皮膚に金属板の熱が伝わりにくけれ
ば、熱いと感じることもなく、やけどの恐れも無い。そこで、金属板の熱を接触した皮膚
に伝えにくくするために金属板の表面に断熱性を付与する技術として、金属板表面に熱伝
導性の低い気泡を含有した塗膜層を形成する技術が開示されている。例えば、特許文献１
や特許文献２では、発泡性塗料を塗装し、塗料の加熱硬化時に発泡させ、気泡を含有させ
る技術が開示されている。また、特許文献３では中空微粒子や熱膨張性粒子を添加した塗
料を塗装することにより、気泡を含有させる技術が開示されている。
【０００６】
　そこで、本発明者らは上記特許文献１～３の技術を用い、金属板に気泡を含有した層を
形成し、塗膜性能を確認し、プレコート鋼板への適用について検討した。その結果、特許
文献１、２の発明は、断熱性は良好であったが、加工性、特に絞り成型性が劣ることが判
明した。また、特許文献３の発明は絞り成型は可能ではあるが、断熱性が十分では無いこ
とが判明した。
【０００７】
　以上のように、いずれの発明も断熱性と加工性の両方を満足するものでは無く、家電製
品の外板に求められる断熱性と加工性を両立したプレコート金属板に適用可能な技術は提
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案されていないのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１３１８３０号公報
【特許文献２】特開２００５－２１９３５４号公報
【特許文献３】特開２００５－１９３５３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記現状に鑑み、高い断熱性を有し、かつ加工性に優れるプレコート金属板
及び塗装金属成形物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、金属板の片面上または両
面上に、図１に示すように比較的大きな気泡を含む塗膜層を被覆することで高い断熱性を
得られることを見出した。また、図２のように気泡の大きさが塗膜厚みより大き過ぎると
塗膜の加工性や密着性が悪く、図３のように気泡の大きさが小さすぎると断熱性に劣るこ
とを見出した。更に、発明者らが鋭意検討した結果、図１に示すように比較的大きな気泡
を含む塗膜層は、塗膜表面と気泡上部との膜厚が薄いため、これを加工したり、碁盤目試
験などを行うと加工性や密着性に劣ることを見出したため、これら課題を解決するために
図４のように気泡を含む塗膜層を下層塗膜（第１の塗膜層）とし、この上に更に上層塗膜
（第２の塗膜層）を設けることを考案した。更には、考案したプレコート金属板の断熱性
と加工性、密着性を両立させるためには、下層塗膜の膜厚と気泡含有率を一定の関係式範
囲内に制御することで達成できることを発見した。また、上側の塗膜層（第２の塗膜層）
の樹脂成分を制御し、更には下側の塗膜層（第１の塗膜層）に含有する気泡の形状及び個
数を制御することで更なる断熱性と加工性、密着性を両立できることを発見した。本願発
明はかかる知見を基に完成させたものである。
【００１１】
　すなわち、本発明がその要旨とするのは、以下の通りである。
（１）　金属板の片面上または両面上に、少なくとも２層の塗膜層を有するプレコート金
属板であって、前記少なくとも２層の塗膜層のうち、下側に位置する第１の塗膜層が気泡
を含有している気泡含有層であり、前記気泡含有層の気泡含有率を体積濃度Ｖ（％）とし
、膜厚をｔ（μｍ）としたときに、次式：－０．１ｔ＋５７．５≦Ｖ≦－０．０５ｔ＋９
２．５、且つ５０≦ｔ≦３５０を満たし、前記第１の塗膜層の上側に位置する第２の塗膜
層が、メラミン硬化型ポリエステル樹脂またはイソシアネート硬化型ポリエステル樹脂を
含有する塗膜層であり、前記ポリエステル樹脂の数平均分子量が１００００～２３０００
であり、且つ、前記第２の塗膜層の膜厚が３～３０μｍであることを特徴とする、プレコ
ート金属板。
（２）　前記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層とを合わせた全膜厚をＴ（μｍ）とし、塗
膜表面に対して垂直方向に測定した気泡の径をＲｖ（μｍ）としたときに、任意の塗膜断
面の幅１０ｍｍ中に、Ｒｖ≧０．８Ｔを満たす気泡が２０個以上存在することを特徴とす
る、（１）に記載のプレコート金属板。
（３）　前記第１の塗膜層と前記第２の塗膜層とがそれぞれ同系色の顔料を含有している
ことを特徴とする、（１）又は（２）に記載のプレコート金属板。
（４）　前記金属板の前記気泡含有層を有する面とは反対側の面を、８０℃以上２００℃
以下の所定の温度で測定した波数６００～３０００ｃｍ－１の領域における赤外線全放射
率が０．５０以下であることを特徴とする、（１）～（３）のいずれかに記載のプレコー
ト金属板。
（５）　（１）～（４）のいずれか１項に記載のプレコート金属板を外板の少なくとも一
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する、電子機器。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、高い断熱性を有し、かつ加工性に優れるプレコート金属板及び塗装金
属成形物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　図１は、比較的大きな気泡を有する塗膜層が被覆されたプレコート金属板の断面図であ
る。
　図２は、膜厚に対して大きすぎる気泡を有する塗膜層が被覆されたプレコート金属板の
断面図である。
　図３は、膜厚に対して小さすぎる気泡を有する塗膜層が被覆されたプレコート金属板の
断面図である。
　図４は、本発明のプレコート金属板の断面図である。
　図５は、気泡含有層の気泡含有率、体積濃度でＶ（％）、膜厚ｔ（μｍ）の関係を示し
た図である。
　図６は、上昇温度測定の実験装置の概要を示す説明図である。
　図７は、接触可能時間及び上昇温度測定の試験に使用した筐体の構造を示す説明図であ
る。
　図８は、実施例Ｎｏ．４のプレコート金属板の塗膜部分の断面を光学顕微鏡にて観察し
た写真。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
　本発明に係るプレコート金属板は、基材となる金属板の片面上または両面上に、少なく
とも２層の塗膜層を有している。プレコート金属板の少なくとも２層の塗膜層の位置を表
す場合に用いた、「下」とは金属板に近い側を意味し、「上」とは金属板から遠い側を意
味する。この塗膜層は、具体的には、気泡を含有する第１の塗膜層（以下、「気泡含有層
」と称する。）と、第１の塗膜層の表層側に積層された高分子ポリエステル樹脂を含有す
る第２の塗膜層（以下、「上塗り層」と称する。）と、を少なくとも含む積層構造を有し
ている。
【００１６】
　前記気泡含有層は、塗膜の気泡含有率を体積濃度でＶ（％）、膜厚をｔ（μｍ）とした
ときに、－０．１ｔ＋５７．５≦Ｖ≦－０．０５ｔ＋９２．５、且つ５０≦ｔ≦３５０の
関係を満たすことを特徴としている。本発明者らの検討の結果、気泡含有層の気泡含有率
Ｖ（％）と膜厚ｔ（μｍ）との関係が－０．１ｔ＋５７．５≦Ｖ、且つｔ≧５０の関係を
満足することで、良好な断熱性能を得ることができ、Ｖ≦－０．０５ｔ＋９２．５、且つ
ｔ≦３５０を満足することで、塗膜が金属板の変形に追従し良好な加工性が得られること
を見出した。
【００１７】
　図５は、気泡含有層の気泡含有率、体積濃度でＶ（％）、膜厚ｔ（μｍ）の関係を示し
たものである。以下に示す、実施例の内、気泡含有層のバインダー樹脂にポリウレタン（
ｉ）を用い、気泡混入剤種としてセルマイクＣＥ、顔料としてカーボンブラックを用い、
且つ、上塗り層を１５μｍとした例（実施例Ｎｏ．４、１３～３１、３９～４８）の気泡
含有層膜厚：ｔ（μｍ）と気泡含有率入率：Ｖ（％）との関係を整理し、且つ、断熱性評
価結果と加工性・密着性評価結果とを区分けしてプロットした図である。図中の評価記号
の意味を次表に表す。
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　図５をみると、気泡含有率範囲（－０．１ｔ＋５７．５≦Ｖ≦－０．０５ｔ＋９２．５
）と、膜厚範囲（５０≦ｔ≦３５０）とに囲まれた領域が、断熱性と加工性・密着性の両
方において、良好な評価が得られていることがわかる。
【００１８】
　ここで、上記膜厚ｔは、塗膜を切断して、樹脂に埋め込んだ後に研磨することで、塗膜
の表面に垂直な断面を平滑にして、光学顕微鏡や電子顕微鏡で観察し、幅１０ｍｍの範囲
を５箇所観察した平均値により求めることとする。また、気泡含有率Ｖは、塗膜断面を電
子顕微鏡等で撮影し、写真の上から、ＯＨＰに用いられる透明シートをかぶせて、気泡部
を精密にトレースした後に、気泡部とその他の塗膜部を切り取り、それぞれの質量を測定
し、面積率＝体積率として質量比よりＶを求めることができる。この気泡含有率Ｖについ
ても、幅１０ｍｍの範囲を５箇所観察した平均値を使用することとする。
【００１９】
　また、プレコート金属板の気泡含有層と上塗り層を合わせた全膜厚（後述するように、
気泡含有層の下にさらに層がある場合には、この下に位置する層の厚みを含まない。）を
Ｔ（μｍ）、塗膜表面に垂直な方向の気泡の径をＲｖとしたときに、任意の塗膜断面の幅
１０ｍｍ中に≧０．８Ｔを満たす気泡が２０個以上存在すると、表面に適度な凹凸を形成
するもとで、指などでプレコート金属板を触った際に皮膚とプレコート金属板との接触面
積が小さくでき、皮膚に伝わる熱量を少なくできる。更に、皮膚と接触している部分は、
塗膜表面と鋼板の間に熱伝導性の低い気泡が存在する熱そのものが伝わりにくい領域であ
る。また、塗膜の凹部と皮膚との間に形成される空気層による断熱効果も得られる。これ
らの相乗効果により、優れた断熱性が得られるため、任意の塗膜断面の幅１０ｍｍ中に≧
０．８Ｔを満たす気泡が２０個以上存在することが好ましい。なお、気泡含有層中の気泡
の径や数については、塗膜の表面に垂直な断面を光学顕微鏡や電子顕微鏡で観察し、幅１
０ｍｍの範囲を任意の５箇所観察した平均値により求めることとする。
【００２０】
　気泡含有層に用いるバインダーとしては、一般に公知のもの、例えば、ポリエステル樹
脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、塩化ビニル樹脂等を用
いることができ、また、これらの樹脂は熱可塑タイプ、熱硬化タイプのいずれのタイプで
あってもよい。なかでも、延性が高く、また上塗り層に用いるポリエステル樹脂系塗料と
の密着性が良好なウレタン樹脂、ポリエステル樹脂がバインダーとして好適である。
【００２１】
　ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂を適用する場合、これらの樹脂のガラス転移温度（Ｔ
ｇ）は－１０～７０℃が好適である。ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂のＴｇが－１０℃
未満では、皮膜が十分に成膜しない恐れがあり、また、７０℃超では、皮膜硬度が高くな
りすぎるため、加工性が低下する恐れがある。
【００２２】
　気泡含有層に気泡を含有させる方法としては、特に限定されるものではなく、例えばア
ゾジカルボンアミド、アゾビスイソブチロニトリル等の加熱時にガスを発生させながら分
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解する有機発泡剤、或いはマイクロカプセルのように粒子内に閉じ込められた溶剤等が焼
き付けによって膨張する熱膨張性粒子、或いは、無機系中空粒子や有機系中空粒子等を添
加した塗料を塗布し、焼き付ければよい。
【００２３】
　尚、本発明における気泡含有層において、前述した気泡形成のために発生させたガスの
一部が皮膜から抜ける際に皮膜表面に孔を形成する場合があるが、気泡含有層の上に上塗
り層を設けるため、性能への悪影響は無く、特に問題とはならない。
【００２４】
　本発明の上塗り層には、ベース樹脂としてメラミン硬化型ポリエステル樹脂、もしくは
イソシアネート硬化型のポリエステル樹脂を用いる。
【００２５】
　前述のように、気泡含有層の気泡含有率、膜厚、気泡の径を制御することにより、断熱
性を保ちながら、ある程度の加工性を確保することはできる。しかし、気泡含有層単独で
は、本発明者らが目標とする加工性能を満足するものでは無く、気泡含有層の上層にベー
ス樹脂として数平均分子量を１００００～２３０００であるメラミン硬化型ポリエステル
樹脂をもしくは数平均分子量を１００００～２３０００であるイソシアネート硬化型のポ
リエステル樹脂を用い上塗り層を設けることで、必要とする優れた加工性能が得られるこ
とを見出した。
【００２６】
　上塗り層の主樹脂をポリエステル樹脂に、更には数平均分子量を１００００～２３００
０に限定した理由は、延性及び密着性に優れたポリエステル樹脂を上塗り層とすることで
加工性を確保するためであり、ポリエステル樹脂をメラミン硬化型ポリエステル樹脂又は
イソシアネート硬化型ポリエステル樹脂に限定した理由は、硬度及び延性に優れる塗膜が
得られるためである。上塗り層のポリエステル樹脂の数平均分子量が１００００未満では
加工性が劣化する。上塗り層のポリエステル樹脂の数平均分子量が２３０００を超えると
加工性が劣化する。また、上塗り層のポリエステル樹脂の数平均分子量が２３０００を超
えると、塗膜表面が柔らかくなりすぎ、耐疵つき性が劣化するため、これを上限値とする
。
【００２７】
　なお、前記数平均分子量が１００００～２３０００であるメラミン硬化型ポリエステル
樹脂又はイソシアネート硬化型ポリエステル樹脂を、バインダー樹脂中８０質量％以上含
有させることで優れた加工性の向上効果を発揮する。
【００２８】
　上塗り塗膜層の膜厚は３～３０μｍが好ましい。上塗り塗膜層の膜厚が３μｍ未満では
、加工性が劣るため不適である。上塗り塗膜層の膜厚が３０μｍを超えると塗装時にわき
が発生しやすくなり、また、コストの面からも不適である。さらに、上塗り塗膜層の膜厚
が３０μｍを超えると、気泡含有層の気泡の形状や気泡含有量を制御することで形成され
る塗膜表面の凹凸による断熱効果が得られなくなる恐れもある。
【００２９】
　本発明の気泡含有層及び上塗り層には必要に応じて、着色顔料を添加できる。着色顔料
には，一般に公知の無機系顔料、有機系顔料、メタリック顔料が使用できる。例えば、カ
ーボンブラック，酸化チタン，亜鉛華，ナフトールレッド，ジスアゾイエロー，ジスアゾ
ピラゾロンオレンジ、アルミ顔料，ニッケル顔料等が挙げられる。
【００３０】
　気泡含有層及び上塗り層に添加する着色顔料は、同系色であることが好ましい。気泡含
有層と上塗り層を同系色とすることにより、安定した色調外観が得られると共に、加工等
により上塗り層が薄くなったり、或いは若干の亀裂が発生したとしても、外観、色調の変
化が抑制され、好適である。
【００３１】
　本発明の気泡含有層及び上塗り層に着色顔料を添加する場合、その添加量はバインダー
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樹脂固形分１００質量部に対して、着色顔料を１３０質量部以下とすることが好ましい。
着色顔料が１３０質量部を超えると、着色顔料の量が多すぎ、塗膜が脆くなり、加工性及
び密着性が劣る可能性がある。
【００３２】
　本発明の気泡含有層及び上塗り層には、必要に応じて、防錆顔料、防錆剤を併用して添
加することができる。例えば、ストロンチウムクロメート、カルシウムクロメート等の一
般に公知のクロム系防錆顔料や、リン酸亜鉛、亜リン酸亜鉛、リン酸アルミ、亜リン酸ア
ルミ、モリブデン酸塩、リン酸モリブデン酸塩、バナジン酸／リン酸混合顔料、シリカ、
カルシウムシリケートと呼ばれるＣａを吸着させたタイプのシリカ等の一般に公知の非ク
ロム系の防錆顔料及び防錆剤を使用できる。上記防錆顔料及び防錆剤のうち、環境負荷物
質であるクロメートを含まない非クロム系の防錆顔料及び防錆剤の使用が好ましい。
【００３３】
　本発明の気泡含有層及び上塗り層に防錆顔料を添加する場合、その添加量は、バインダ
ー樹脂固形分１００質量部に対して、防錆顔料を１０～１３０質量部とすることが好まし
い。防錆顔料の添加量が１０質量部未満では耐食性が劣る可能性があり、防錆顔料の添加
量が１３０質量部を超えると、防錆顔料の量が多すぎ、塗膜が脆くなり、加工性及び密着
性が劣る可能性がある。
【００３４】
　尚、本発明の気泡含有層及び上塗り層に上記着色顔料と防錆顔料の両方を添加する場合
、その添加量の上限は、バインダー樹脂固形分１００質量部に対して、顔料の合計量とし
て１３０質量部以下とすることが好ましい。顔料の合計添加量が１３０質量部を超えると
、顔料の量が多すぎ、塗膜が脆くなり、加工性及び密着性が劣る可能性がある。
【００３５】
　また、本発明の気泡含有層及び上塗り層には、必要に応じて、一般に公知のレベリング
剤、顔料分散剤等を添加することができる。これら添加剤の種類や添加量は、特に規定さ
れるものではなく、必要に応じて適宜選定することができる。
【００３６】
　本発明の気泡含有層及び上塗り層は、一般に公知の塗装方法、例えば、ロールコーター
、ローラーカーテンコーター、リンガーロールコーター、スプレー塗装等にて塗装し、そ
の後、一般に公知の塗料用焼付け炉、例えば、熱風乾燥炉、誘導加熱炉、赤外線加熱炉、
もしくは、これらを併用した炉等で焼き付けることができる。一般にＣＣＬ（Ｃｏｎｔｉ
ｎｕｏｕｓ　Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｌｉｎｅｓ）と呼ばれる連続プレコート金属板製造設備で
製造すると効率的に量産することができるため、より好適である。ＣＣＬで塗装する場合
は、下層塗膜をロールコーターもしくはカーテンコーターにて塗装し、上層塗膜をカーテ
ンコーターにて塗装することが好適である。カーテンコーターはロールコーターと異なり
、基板と非接触で塗装できるため塗布・乾燥硬化した発泡した気泡を含む本発明に係る下
層塗膜（第１の塗膜層）の上に上層塗膜（第２の塗膜層）をカーテンコーターで塗装する
と、下層塗膜中の気泡を潰さないで塗装することができ、塗装外観も美麗になるため、よ
り好適である。上層塗膜をロールコーターで塗装すると、塗装時に下層塗膜中の気泡を潰
しながら塗装してしまうため、断熱性が損なわれたり、上層塗膜塗装後の外観が不良とな
る恐れがある。スライドカーテンコーターと呼ばれる多層同時塗布設備を用いて乾燥前の
下層塗膜と上層塗膜とを同時に積層してカーテン塗布すると、塗装後の乾燥硬化工程が１
工程で多層同時に乾燥硬化できるため、エネルギー削減や生産効率の視点からより好適で
ある。
【００３７】
　本発明のプレコート金属板は、必要に応じて、気泡含有層の下に防錆塗料機能を有した
プライマー塗膜層を塗装することができる。プライマー塗膜層を塗装すると、金属板の耐
食性が向上するため、より好適である。本発明のプレコート金属板に塗装するプライマー
塗膜層としては、一般に公知のプレコート金属板用のプライマー塗膜、例えば、ポリエス
テル系プライマー、エポキシ系プライマー、ウレタン系プライマー等を使用することがで
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きる。プライマー塗膜の硬化剤は、メラミン系、イソシアネート系のいずれでも良い。プ
ライマー塗膜に添加する防錆顔料は、クロメート系、リン酸系、シリカ系等の一般に公知
のものを使用することができるが、クロメート系以外のものの方が、環境に対する負荷が
小さいため、より好適である。
【００３８】
　本発明のプレコート金属板に塗装するプライマー塗膜は、一般に公知の塗装方法、例え
ば、ロールコーター、ローラーカーテンコーター、リンガーロールコーター、スプレー塗
装等にて塗装し、その後、一般に公知の塗料用焼き付け炉、例えば、熱風乾燥炉、誘導加
熱炉、赤外線加熱炉、もしくは、これらを併用した炉等で焼き付けることができる。
【００３９】
　本発明のプレコート金属板は、気泡含有層を有する面の反対面の８０℃以上２００℃以
下の所定の温度で測定した波数６００～３０００ｃｍ－１の領域における赤外線全放射率
が０．５０以下であることが好ましい。
【００４０】
　金属板に熱放射線が入射した場合、熱放射線が透過することは殆ど無いため、熱放射線
は、反射するか吸収するかのいずれかとなる。ここで、筐体内部の発熱体から発生した熱
放射線が筐体外板の内表面に入射したときに、入射した熱放射線の多くが吸収されてしま
うと、筐体外板の温度が上昇する。熱放射に関するキルヒホッフの法則によると、一定温
度においては、物体の吸収率と放射率は同じとなる（例えば、西川、藤田共著の「機械工
学基礎講座　電熱工学」、ｐ．２９０、発行：理工学社（１９８３））。そこで、本発明
者らは、気泡を含有する面の反対面の放射率について詳細に研究した結果、発熱体を覆う
筐体外板の内側の放射率を低くすることで、筐体外板の温度が低下することを見出した。
すなわち、気泡含有層を有する面の反対の面を筐体の内側とし、その面の８０℃以上２０
０℃以下のある温度で測定した波数６００～３０００ｃｍ－１の領域における全放射率が
０．５０以下、好ましくは０．４０以下とすることで、筐体外板の温度を大きく低下でき
ることを見出した。
【００４１】
　波数６００ｃｍ－１未満、もしくは、３０００ｃｍ－１超の波数領域は、筐体外板の熱
に与える影響が非常に小さいため、これらの波数領域を含めた放射率は不適である。測定
する波数を６００～３０００ｃｍ－１の領域に限定する事で、精度よく、かつ効率的に測
定を行う事ができる。
【００４２】
　また、放射率を測定する温度が８０℃未満では、皮膜から放射される放射エネルギー量
が少な過ぎるため、放射率を測定する際に検出誤差を生じやすいため不適である。８０℃
以上２００℃以下の温度で測定する事で精度よく測定を行う事ができる。更に、測定温度
が２００℃超では、皮膜の種類によっては皮膜が熱分解する恐れがあるため不適である。
【００４３】
　筐体内側の熱反射性を向上させるためには、金属母材自体が高い熱反射性を有している
場合、これを露出させると好適である。また、金属板の表面に、より熱反射性の高い金属
をめっきしたりすると、より好適である。
【００４４】
　熱反射性の高い金属材料としては、アルミニウム、ニッケル、ステンレス鋼、亜鉛等の
一般に公知の金属材料、これらの合金、これらをめっきした金属材料を用いることができ
る。筐体内側の面は、これらの金属板もしくはめっき層上に皮膜を施さずに剥き出しにす
ると、熱反射率がより向上して好適である。鋼板の場合は、溶融亜鉛めっき鋼板、電気亜
鉛めっき鋼板、亜鉛－ニッケル合金めっき鋼板、溶融合金化亜鉛めっき鋼板、アルミめっ
き鋼板、アルミ－亜鉛合金化めっき鋼板等が好適である。
【００４５】
　しかし、金属を剥き出しにすると、そこから腐食が発生し易いため、化成処理を施すこ
とが好ましい。ただし、化成処理の種類や付着量によっては、熱反射性を低下させる恐れ
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があるため、必要に応じて、種類や付着量を適宜選定する必要がある。
【００４６】
　化成処理としては、一般的に施されているものを使用でき、具体的には、例えば、リン
酸亜鉛系化成処理、クロメートフリー系化成処理、塗布型クロメート処理、電解クロム酸
処理、反応クロメート処理等を使用することができる。このうち、塗布型クロメート処理
、電解クロム酸処理、反応クロメート処理は、環境負荷物質である６価クロムを含むため
、あまり好ましくない。また、リン酸亜鉛系化成処理も、他の処理と比較して加工密着性
が劣るおそれがある。従って、本実施形態に係る金属材に施す化成処理としては、クロメ
ートフリー系処理が好適である。
【００４７】
　クロメートフリー系化成処理としては、無機系の化成処理剤を用いたもの、および、有
機系の化成処理剤を用いたものがあるが、いずれでもよい。具体的には、クロメートフリ
ー系化成処理として、例えば、シランカップリング剤、ジルコニウム化合物、チタニウム
化合物、タンニンまたはタンニン酸、樹脂、シリカ等を含む水溶液等を用いた処理が知ら
れており、特開昭５３－９２３８号公報、特開平９－２４１５７６号公報、特開２００１
－８９８６８号公報、特開２００１－３１６８４５号公報、特開２００２－６０９５９号
公報、特開２００２－３８２８０号公報、特開２００２－２６６０８１号公報、特開２０
０３－２５３４６４号公報等に記載されている公知の技術を使用しても良い。また、これ
らの化成処理には、例えば、日本パーカライジング社製のクロメート処理剤「ＺＭ－１３
００ＡＮ」、日本パーカライジング社製のクロメートフリー化成処理剤「ＣＴ－Ｅ３００
Ｎ」、日本ペイント社製の３価クロム系化成処理剤「サーフコート（登録商標）ＮＲＣ１
０００」等の市販の化成処理剤を使用することができる。
【００４８】
　本発明の金属板は、電子機器の外板として、適している。本発明の金属板を前記気泡含
有層を有する面が外面側になるようにして電子機器等の外板に用いることにより、電子機
器の外板に直接皮膚が触れた場合にも、熱を感じにくく、また、やけども防止できるため
好適である。
【００４９】
　本発明の金属板を外板の少なくとも一部に適用可能な電子機器としては、例えば、デス
クトップＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、薄型テレビ等のデジタル家電製
品、カーナビゲーション、カーＡＶ等のカーエレクトロニクス機器等が挙げられる。また
、ノートＰＣ、携帯電話などのモバイル製品の外板の一部に本発明の金属板を用いてもよ
い。
【実施例】
【００５０】
　次に、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の構成が下記実施例
に限定されるものではない。
【００５１】
（実施例１）
　まず、本実施例で用いた塗料について詳細に説明する。本実施例では、金属板表面は、
当該金属板側から順に積層された、気泡含有層（第１の塗膜層、以下、「下層塗膜」とも
称する）、上塗り層（第２の塗膜層、以下、「上層塗膜」とも称する）の２層構造であり
、当該鋼板裏面は無塗装もしくは裏面塗膜を形成した。以下、気泡含有層用塗料（以下、
「下層塗料」と称する。）、上塗り層用塗料（以下、「上層塗料」と称する。）、裏面塗
料の順に、使用した塗料成分について説明する。
【００５２】
　初めに、下層塗料について詳細に説明する。
【００５３】
　住化バイエルウレタン社製ポリオールである「デスモフェン（登録商標）１１５０」に
住化バイエルウレタン社製のブロックイソシアネートである「デスモジュール（登録商標
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るように添加することによりクリア塗料を作製した（表中では「ウレタン（ｉ）」と記載
）。なお、溶剤としては、イソホロンを用いた。
【００５４】
　ベース樹脂として、東洋紡社製の非晶性ポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標
）６００」（数平均分子量１６０００）を使用した。架橋剤として、ＤＩＣ社製のブチル
化メラミン樹脂である「スーパーベッカミン（登録商標）Ｊ８３０」（表中ではブチル化
メラミンと記載）を用いた。（表中では「ポリエステル」と記載）。なお、溶剤としては
、シクロヘキサノン：ソルベッソ１５０＝１：１に混合したものを用いた。
【００５５】
　他のベース樹脂として、ＤＩＣ社製のエポキシ樹脂である「ＥＰＩＣＬＯＮ（登録商標
）Ｐ－４３９」を使用した。架橋剤として、ＤＩＣ社製のブチル化メラミンである「スー
パーベッカミン（登録商標）Ｊ８３０」を用いた。（表中では「エポキシ」と記載）。な
お、溶剤としては、シクロヘキサノン：ソルベッソ１５０＝１：１に混合したものを用い
た。
【００５６】
　さらに他のベース樹脂として、日本触媒社製のアクリル樹脂である「アクリセット（登
録商標）ＡＳＴ－５５３１」を使用した。架橋剤として、ＤＩＣ社製のブチル化メラミン
樹脂である「スーパーベッカミン（登録商標）Ｊ８３０」（表中ではブチル化メラミンと
記載）を用いた。（表中では「アクリル」と記載）。なお、溶剤としては、シクロヘキサ
ノン：ソルベッソ１５０＝１：１に混合したものを用いた。
【００５７】
　次に、攪拌機、温度計、窒素導入管、およびコンデンサーを備えた１リットル四つ口フ
ラスコに無水フタル酸１００質量部、ネオペンチルグリコール５７質量部、トリメチロー
ルプロパン４８質量部を添加し、窒素下にて攪拌しながら２１０℃で縮合反応を行い、水
を留去した。次いで、１００℃まで冷却し、ε－カプロラクトンを５３１質量部添加し、
１５０℃に昇温し、３時間保温後、１００℃まで冷却し、シクロヘキサノン７８質量部を
加え、ポリオールを合成した。
【００５８】
　合成したポリオールに住化バイエルウレタン社製のブロックイソシアネートである「ス
ミジュール（登録商標）ＢＬ３１７５」を固形分比率がポリオール：ブロックイソシアネ
ート＝６６：３４となるように添加することによりクリア塗料を作製した（表中では「ウ
レタン（ｉｉ）」と記載）。なお、溶剤としては、イソホロンを用いた。塗料中の固形分
濃度は、気泡含有性、塗装性、貯蔵安定性を考慮して適宜調整した。
【００５９】
　気泡を含有させるために、三協化成社製の発泡剤である「セルマイク（登録商標）ＣＥ
」、ガンツ化成社製の中空粒子である「ガンツパールＧＭＨ－８５０」を用いた。
【００６０】
　また、着色顔料として、黒系の顔料には東海カーボン社製のカーボンブラックである「
トーカブラック（登録商標）＃７３５０」を、白系の顔料には石原産業社製の酸化チタン
である「タイペークホワイト（登録商標）ＣＲ－９５」及び市販の酸化亜鉛を、青系顔料
として、市販のアルミ酸コバルト及び銅フタロシアニンを、赤系の顔料として、市販の酸
化鉄及び硫化水銀を用いた。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
　次に、上層塗料について詳細に説明する。
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【００６３】
　ベース樹脂として、東洋紡社製の非晶性ポリエステル樹脂である「バイロン（登録商標
）６６０」（数平均分子量８０００）、「バイロン（登録商標）ＧＫ２５０」（数平均分
子量１００００）、「バイロン（登録商標）ＧＫ１４０」（数平均分子量１３０００）、
「バイロン（登録商標）２４０」（数平均分子量１５０００）、「バイロン（登録商標）
６００」（数平均分子量１６０００）、「バイロン（登録商標）２８０」（数平均分子量
１８０００）、「バイロン（登録商標）２４５」（数平均分子量１９０００）、「バイロ
ン（登録商標）１０３」（数平均分子量２３０００）、「バイロン（登録商標）５５０」
（数平均分子量２８０００）を使用した。架橋剤として、ＤＩＣ社製のブチル化メラミン
樹脂（表中ではブチル化メラミンと記載）である「スーパーベッカミン（登録商標）Ｊ８
３０」、住化バイエルウレタン社製のイソシアネート化合物である「デスモジュールＢＬ
３１７５（商品名）」（表中ではＨＤＩと記載）を用いた。溶剤としては、質量比でシク
ロヘキサノン：ソルベッソ１５０＝１：１に混合したものを用いた。
【００６４】
　着色顔料としては、下層塗料と同じものを用いた。
【００６５】
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【表２】

【００６６】
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　裏面塗料としては、日本ファインコーティングス社製の裏面塗料である「ＦＬ１００Ｈ
Ｑ」のグレー色（表中では「裏面－１」と記す）、「ＦＬ１００ＨＱ」のクリア（表中で
は「裏面－２」と記す）を用いた。
【００６７】
　以下、実施例の実験に用いたプレコート金属板について詳細を説明する。
【００６８】
　電気亜鉛めっき鋼板（表中では「ＥＧ」と記載）、溶融亜鉛めっき鋼板（表中では「Ｇ
Ｉ」と記載）合金化亜鉛めっき鋼板（表中では「ＧＡ」と記載）、ステンレス（表中では
「ＳＵＳ」と記載）、アルミニウム板を原板として準備した。
【００６９】
　次に、準備した原板を日本パーカライジング社製のアルカリ脱脂液「ＦＣ－４３３６」
の２質量％濃度、５０℃水溶液にてスプレー脱脂し、水洗後、乾燥した後に、日本パーカ
ライジング社製のクロメートフリー化成処理である「ＣＴ－Ｅ３００Ｎ」をロールコータ
ーにて塗布し、熱風オーブンにて乾燥させた。熱風オーブンでの乾燥条件は、鋼板の到達
板温で６０℃とした。クロメートフリー処理の付着量は、全固形分で２００ｇ／ｍ２付着
するように塗装した。
【００７０】
　次に、化成処理を施した金属板の片方の面に、作製した下層塗料を、他方の面に裏面塗
料をロールコーターにて両面同時塗装し、熱風を吹き込んだ誘導加熱炉にて金属板の到達
板温が２２０℃となる条件で乾燥硬化した。そして、乾燥焼き付け後に、塗装された金属
板へ水をスプレーにて拭きかけ、水冷した。
【００７１】
　次に、下層塗膜の上に、上層塗料をローラーカーテンコーターにて塗装し、熱風を吹き
込んだ誘導加熱炉にて金属板の到達板温が２３０℃となる条件で、乾燥硬化した。そして
、乾燥焼き付け後に、塗装された金属板へ水をスプレーにて拭きかけて水冷することで、
２層のプレコート金属板を作製した。
【００７２】
　以下、実験で作製したプレコート金属板の評価方法の詳細を記載する。
１．断熱性
１．１　ホットプレートを用いた接触可能時間及び上昇温度測定
　作製したプレコート金属板を表面が上側になるように６５℃に加熱したホットプレート
上に１２０秒間置き、その後、人差し指でプレコート金属板の表面を５００ｇの荷重で押
さえ、熱いと感じることなく接触可能な時間を測定し、以下の基準で評価した。なお、同
様の試験を５人実施し、その平均時間で評価した。（表中では「断熱性（ｉ）」と示した
。）
　◎：１０秒以上　○：５秒以上１０秒未満　△：２秒以上５秒未満　×：２秒未満
【００７３】
　また、図６に上昇温度測定の実験装置の概要を示す。作製したプレコート金属板を表面
が上側になるように６５℃に加熱したホットプレート上に１２０秒間置き、シリコーンゴ
ム（厚さ３ｍｍ、１０ｍｍ角）の間に熱電対を挟んだものをプレコート金属板表面に１ｇ
／ｍｍ２で押し付け、３０秒後の温度を測定し、以下の基準で評価した。（表中では「断
熱性（ｉｉ）」と示した。）これは、シリコーンゴムを皮膚と見立て、人が感じる熱さを
模擬した試験である。
　◎：３５℃未満　○：３５℃以上３７℃未満　△：３７℃以上３９℃未満　×：３９℃
以上
【００７４】
１．２　筐体を用いた接触可能時間及び上昇温度測定
　図７に示す筐体を作成して試験を行った。筐体は上面が開放されており、この開放され
た面を、作製したプレコート金属板の裏面が内側となるように覆い、この状態で、熱源の
熱量が１５Ｗとし、１２０秒放置した。１．１と同様にプレコート金属板の表面を人差し
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準で評価した。なお、同様の試験を５人実施し、その平均時間で評価した。（表中では断
熱性（ｉｉｉ）と示した。）
　◎：１０秒以上　○：５秒以上１０秒未満　△：２秒以上５秒未満　×：２秒未満
【００７５】
２．加工性
　加工性の評価として、円筒絞り加工性を次のように調べた。ポンチ径５０ｍｍ、ポンチ
肩Ｒ３ｍｍ、ダイス肩Ｒ３ｍｍ、絞り比２．０、ＢＨＦ１ｔの条件で行い、鋼板が金型か
ら絞り抜けるまで加工を行い、以下の基準で評価した。
　◎：加工部を目視にて観察して亀裂、変色等が全くない場合
　○：加工部を目視での観察にて亀裂は認められないが、変色が認められる場合
　△：加工部の目視での観察にて僅かな亀裂が認められる場合
　×：加工部の目視での観察にて大きな亀裂が認められる場合
【００７６】
３．密着性
　碁盤目テープ試験にて、密着性を測定した。ＪＩＳ　Ｋ　５６００－５－６の方法に準
じて、碁盤目テープ試験を実施し、以下の基準で評価した。
　◎：全く剥離が認められない場合
　○：升目のエッジで僅かに剥離が認められる場合
　△：升目の８０％が剥離せずに残っている場合
　×：剥離せずに残っている升目が８０％未満の場合
【００７７】
４．耐汚染性
　耐汚染性の評価として耐マジック汚染性を次のように調べた。作製したプレコート金属
板を５０ｍｍ角に切断し、評価面に赤色のマジックインキ（登録商標）で３本の線を描き
、２０℃の雰囲気中に２４時間放置後、線をエタノールで拭き取った。インキの色残りを
目視で判定し、以下の基準で評価した。
　◎：マジック跡が消えて見えない場合、
　○：マジック跡が僅かに残っている場合
　△：マジック跡が残っている場合
　×：マジック跡がほとんど消えていない場合
【００７８】
５．耐疵つき性
　鉛筆硬度にて、耐傷つき性を測定した。ＪＩＳ　Ｋ　５６００－５－４の方法に準じて
、塗膜の引っかき抵抗性を鉛筆の芯の硬さを変えたときの塗膜の破れで調べ、塗膜に破れ
が認められない最高の硬さをその塗膜の鉛筆硬度とし、下記の基準で評価した。
　◎：ＨＢ以上　　○：Ｂ　　△：２Ｂ　　×：３Ｂ以下
【００７９】
６．裏面の放射率測定
　日本分光社製のフーリエ変換赤外分光光度計「ＶＡＬＯＲ－ＩＩＩ」を用いて、作製し
た表面処理金属板の板温度を８０℃にしたときの波数６００～３０００ｃｍ－１の領域に
おける赤外発光スペクトルを測定し、これを標準黒体の発光スペクトルと比較することで
、表面処理金属板の全放射率を測定した。なお、標準黒体は、鉄板にタコスジャパン社販
売（オキツモ社製造）の「ＴＨＩ－１Ｂ黒体スプレー」を３０±２μｍの膜厚でスプレー
塗装したものを用いた。
【００８０】
　表３、４に、本実施例で作製したプレコート金属板の構成とその評価結果を示す。
【００８１】
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【表３】

【００８２】
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【表４】

【００８３】
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【表５】

【００８４】
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【表６】

【００８５】
　以下、評価結果について詳細を記載する。
【００８６】
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（１）上層塗膜の分子量の影響
　上層塗膜の分子量の影響として、実施例をＮＯ．１～１２に示し、比較例をＮＯ．３７
、３８に示す。
【００８７】
　本発明の実施例によるプレコート金属板は、優れた断熱性、加工性、密着性、耐汚染性
、耐傷つき性を有していた。
【００８８】
　上層塗膜の分子量が１００００のもの（ＮＯ．１）は加工性が、上層塗膜の分子量が２
３０００のもの（ＮＯ．７）は耐汚染性及び耐疵つき性が、わずかに低下する傾向である
ため、上層塗膜の分子量は１３０００～１９０００がより好適である。分子量が１０００
０未満のもの（ＮＯ．３７）は、加工性が劣るため不適である。上層塗膜の分子量が２３
０００を超えるもの（ＮＯ．３８）は、耐汚染性及び耐疵つき性が劣るため不適である。
【００８９】
（２）気泡含有濃度と下層塗膜の膜厚との関係
　気泡含有濃度と下層塗膜の膜厚との関係として、実施例をＮＯ．１３～３１に示し、比
較例をＮＯ．３９～４８に示す。
【００９０】
　本発明の実施例によるプレコート金属板は、優れた断熱性、加工性、密着性、耐汚染性
、耐傷つき性を有していた。
【００９１】
　気泡含有濃度Ｖ体積（％）と膜厚ｔ（μｍ）との関係が、Ｖ＜－０．１ｔ＋５７．５の
もの（ＮＯ．３９、４１、４３、４５）は断熱性が、Ｖ＞－０．０５ｔ＋９２．５のもの
（ＮＯ．４０、４２、４４、４６）は加工性及び密着性が劣るため、不適である。また、
膜厚が５０μｍ未満のもの（ＮＯ．４７）は断熱性が、膜厚が３５０μｍを超えるのもの
（ＮＯ．４８）は加工性及び密着性が劣るため、不適である。
【００９２】
（３）上層塗膜の膜厚の影響
　上層塗膜の膜厚の影響として、実施例をＮＯ．３２～３６に示し、比較例をＮＯ．４９
～５１に示す。
【００９３】
　本発明の実施例によるプレコート金属板は、優れた断熱性、加工性、密着性、耐汚染性
、耐傷つき性を有していた。
【００９４】
　上層塗膜の膜厚が３μｍのもの（ＮＯ．３２）は加工性、密着性及び耐疵つき性がわず
かに低下する傾向であり、上層塗膜の膜厚が３０μｍのもの（ＮＯ．３６）はコストがわ
ずかに高くなる傾向であるため、上層塗膜の膜厚は５～２５μｍがより好ましい。また、
上層塗膜がないもの（ＮＯ．４９）、上層塗膜の膜厚が３μｍ未満のもの（ＮＯ．５０）
は加工性、密着性及び耐疵つき性が劣り、上層塗膜の膜厚が３０μｍを超えるもの（ＮＯ
．５１）はコストが高いため、不適である。
【００９５】
（４）気泡径と合計膜厚との関係
　気泡径と合計膜厚との関係として、実施例をＮＯ．５２～５６に示す。
【００９６】
　塗膜表面に対して垂直方向に測定した気泡の径Ｒｖ（μｍ）と、下層塗膜と上層塗膜を
合わせた合計膜厚Ｔ（μｍ）との関係が、任意の塗膜断面１０ｍｍの幅中にＲｖ≧０．８
Ｔを満たす気泡が２０個未満のもの（ＮＯ．５４、５６）は、わずかに断熱性が低下する
傾向であるため、任意の断面１０ｍｍにおいてＲｖ≧０．８Ｔを満たす気泡が２０個以上
あることが好ましいことがわかる。
【００９７】
（５）下層塗膜と上層塗膜の着色顔料の影響
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　下層塗膜と上層塗膜の顔料の影響として、実施例をＮＯ．５７～７４に示す。下層塗膜
と上層塗膜の着色顔料が同じもの（ＮＯ．５７～６０）、下層塗膜と上層塗膜ともに着色
顔料を含まないもの（ＮＯ．６１）、下層塗膜と上層塗膜の着色顔料が同系色のもの（Ｎ
Ｏ．６２、６３、６８～７１）は加工性が優れるのに対して、下層塗膜と上層塗膜の着色
顔料が同系色でないもの（ＮＯ．６４～６７、７２～７４）は、加工部に目視で若干の変
色が見られるため、加工性が低下する恐れがあるため、下層塗膜と上層塗膜の顔料は同系
色であることが好適である。
【００９８】
（５）裏面の放射率の影響
　裏面の放射率の影響をとして、実施例をＮＯ．５８～６８、比較例をＮＯ．６９に示す
。
【００９９】
　裏面の放射率が低くなるほど断熱性が向上する傾向であり、裏面の放射率は０．５０以
下が好適であることがわかる。また、裏面の放射率が低くても、表面が本発明の範囲外で
あるもの（ＮＯ．７９）は断熱性が劣ることもわかる。
【０１００】
（実施例２）
　表６の実施例ＮＯ．７３と比較例ＮＯ．７９のプレコート金属板薄型テレビのバックパ
ネルとして内側が裏面となるように使用し、画面を表示して２時間後にバックパネルを人
差し指で触り、接触可能時間を測定した。なお、５人同様の試験を実施した。また、比較
として、電気亜鉛めっき鋼板をバックパネルの形状に加工した後に、古河電工社製の発泡
ポリエチレンシートである「フォームエース（登録商標）ＳＮ－５００」を圧着したもの
も同様に評価した。
【０１０１】
　いずれの試験者もＮＯ．７３は１分以上接触可能であったが、ＮＯ．７９は接触可能時
間は５秒以下であった。また、発泡ポリエチレンシートを貼り付けたものは、１分以上接
触可能であったが貼り付けるのに時間を要し、外観も損ねるため、不適である。
【０１０２】
（実施例３）
　表３のＮｏ．４のプレコート金属板は下層塗料をロールコーターで塗装し、熱風を吹き
込んだ誘導加熱炉にて乾燥硬化させて水冷した後、ローラーカーテンコーターにて上層塗
膜を塗装して熱風を吹き込んだ誘導加熱炉にて乾燥硬化させて水冷したものであるが、こ
れと同じものを、異なる塗装方法でも作成した。下層塗膜をローラーカーテンコーターに
て塗装して乾燥硬化させた後に、上層塗膜をローラーカーテンコーターにて塗装して作成
したプレコート金属板をＮｏ．８７とした。Ｎｏ．８７は、塗装方法以外はＮｏ．４と全
く同じ条件で作成した。また、下層塗膜と上層塗膜をスライドカーテンコーターと呼ばれ
る多層同時塗布装置にて同時に積層した後に、熱風を吹き込んだ誘導加熱炉にて金属板の
到達板温が２３０℃となる条件で積層皮膜を同時に乾燥硬化させて水冷することで、作製
したプレコート金属板をＮｏ．８８とした。Ｎｏ．８８のプレコート金属板は、上層塗膜
と下層塗膜とをスライドカーテンコーターにて同時に塗布し、同時に焼付けた以外はＮｏ
．４のものと同じ条件で作成した。更に、下層塗膜をローラーカーテンコーターにて塗装
して乾燥硬化させた後に、上層塗膜をロールコーターにて塗装して作成したプレコート金
属板をＮｏ．８９とした。Ｎｏ．８９は、塗装方法以外はＮｏ．４と全く同じ条件で作成
した。
【０１０３】
　作成したプレコート金属板について、（実施例１）で記載の断熱性、加工性、密着性、
耐汚染性、耐疵つき性の評価を行った。Ｎｏ．８７とＮｏ．８８は、表３に記載のＮｏ．
４の各評価試験結果と全く同じ評価結果であったが、Ｎｏ．８９は断熱性の▲１▼と▲２
▼の評価結果が△であり、Ｎｏ．４より若干低い結果であった。上層皮膜をロールコータ
ーで塗装したときに、下層塗膜中の気泡を塗装ロールで潰してしまったため、断熱性が劣
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８９は上層塗膜がまだら模様になっていた。これもロールコーター塗装時に下層塗膜を塗
装ロールで潰しながら塗装しているため、下地に凹凸ができて上層塗膜の仕上がりがまだ
らになったものと推定する。本結果からも本願発明の上層塗膜はカーテンコーターによっ
て塗装した方が、好適であることが判る。
【０１０４】
　なお、実施例Ｎｏ．４のプレコート金属板の塗膜部分の断面を光学顕微鏡にて観察した
写真を図８に示す。
【０１０５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　ホットプレート
　２　プレコート金属板
　３　シリコーンゴム
　４　熱電対
　５　熱源
　６　温度コントローラー

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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